
【所得税の減税制度】

住宅耐震改修特別控除
【固定資産税の減税制度】

耐震改修住宅の減額措置
【住宅金融支援機構】

リフォーム融資（耐震改修工事）

宇美町役場  管財課（直通 092-934-2268）

このちらしに関するお問い合わせ先

今すぐ
耐震化

今すぐ
耐震診断

耐震改修工事に伴う減税制度・融資制度について
●耐震改修工事を行う場合に利用できる減税制度・リフォーム融資制度があります。
●各制度には利用条件等がありますので、必ず事前に確認しましょう。

〇個人が住宅の耐震改
修を行った場合には、
所得税額から一定の
額を控除できます。

〇ご返済終了まで借入申込時の金利が適用される全
期間固定金利型のローンです。
〇住宅の耐震化工事と併せて行うリフォーム工事（水
廻り工事、壁紙の張り替え等）にかかる費用もお借
入れの対象となります。
〇融資限度額は 1,500 万円で、住宅部分の工事費が
上限となります。
〇融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は
不要です。
〇返済期間は、最長20年まででご利用いただけます。
（完済時の年齢の上限は80歳です。）

〇住宅の耐震改修を
行った場合には、固定
資産税額から一定額
を減額できます。

※上記の電話番号をご利用いただけない場合は
　TEL 048-615-0420 におかけください。
　（通話料金がかかります）
※祝日及び年末年始を除き、
　土曜日及び日曜日も営業します。
※受付時間 9:00-17:00

お問い合わせ先

お問い合わせ先お問い合わせ先

住宅金融支援機構

耐震改修工事を行うと税金が軽減されます 耐震化工事時に融資を受けることができます

宇美町役場
税務課 固定資産税係

092-934-2242
TEL

0120－0860－35（通話無料）

要件 要件
〇昭和 56 年 5 月 31 日
以前に建築された家
屋で自己の居住の用に
供する家屋であること
〇耐震改修をした家屋
が、現行の耐震基準に
適合するものであるこ
と　等

〇工事完了後３カ月以内
の申告であること
〇昭和 57 年 1月 1日以
前からある住宅
〇現行の耐震基準に適合
する改修工事であるこ
と

〇工事費の合計が 50 万
円を超えること　等

●補助を受けるには、いくつかの条件に合致する必要がありますのでご注意ください。

性能向上改修工事に要する費用の一部を補助

□木造住宅の所有者
□本町の町税を滞納していないこと
□過去に町の耐震改修工事補助金の交付を受けたことがないこと
□暴力団員でないこと

□町内に存在すること
□階数が２以下のもの
□木造戸建て住宅

※店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途
に供する部分の床面積が２分の１未満のもの

□昭和 56 年５月 31日以前に建築または工
事着工したもの

交付申請書（様式第１号）は、「宇美町役場　管財課」の窓口にてお渡しいたします。
（その他、添付が必要な書類がありますので、事前に下記にお問い合わせください）

補助内容

補助
対象者

申請書類

補助対象
住宅

担当窓口 宇美町役場  管財課   TEL 092-934-2268

宇美町の性能向上改修補助制度について
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古い木造戸建住宅の耐震化のすすめ
（一社）福岡県住宅リフォーム協会・宇美町・福岡県からのお知らせ

耐震診断
3,000～
6,000円

耐震改修
補助

45 万円最大
※助成率 25%

香椎税務署

092-661-1031
TEL

□建築基準法及び関係法令に違反していないもの
□耐震診断の結果、上部構造評点が1.0 未満で、
　建物全体が 1.0 以上又は１階部分の上部構造評
点が1.0以上になる耐震改修工事を行うもの
□原則として、耐震改修工事と省エネ改修工事を併
せて行う工事
□建替え等に伴う除却工事



《申込者は建物所有者の方に限ります。》

床下・小屋裏
進入調査付

お名前
（自署）

ご住所

お電話番号 （　　　　　　）

耐震診断

耐震改修
設計書・
改修工事
見積書

性能向上
改修工事

《メニュー》

1

事務局まで
お気軽に
お電話ください。

事務局 FAX 092-621-7038FAX でのお申込みはこちら

ご希望の項目に○印を
つけて下さい［複数可］

1. 耐震診断
2. 改修設計・工事見積
3. 耐震改修工事

併用住宅である

その他（　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　）

あなたのお住まいについて、該当するものに　　チェックしてください。

相談は

無料！

＊耐震診断を行った方で、希望
される方に作成いたします。
＊設計は、耐震診断を行った事業
者と同じ事業者に依頼した方
がスムーズです。

6,000 円
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お客様

（一社）福岡県住宅リフォーム協会

①相談 ③事業者紹介 ④設計・見積・工事

②
依頼

連携

［宇美町補助制度］
補助率 25%　　
　最大 45万円まで

［補助の主な要件］
●昭和 56 年 5 月以前に建築し
た木造戸建住宅
●現在の耐震基準に適合させる
改修工事

　　　　　など

問１

問２

問３

問４

専用住宅である

平屋建て　　　　　 2 階建て

木造軸組工法の戸建てである

建てた時期（　　　　　　年　　　　月）

昭和 56 年５月以前　　　　　その他

●福岡中小建設業協同組合
●TOTO（株）九州支社
●西部ガス（株）
●（一社） 日本増改築産業協
会　九州支部

●日本木造住宅耐震補強事業
者協同組合　福岡県支部

●（一社）福岡県木造住宅協会

2

3

《料金》 《ポイント》

＊調査は半日程度です。
＊あなたの家の大地震に対す
る強さが分かります。《資料》参照
＊福岡県の「耐震診断アドバイ
ザー」が診断するので安心で
す。

《改修内容》
●耐震壁設置
●屋根葺き材
軽量化
●その他

0 1 2 0 - 7 8 2 - 7 8 3
［電話相談］月～金：10時～17時［対面相談］要予約［住所］〒812-0068福岡市東区社領 1-2-9

［性能向上改修工事費］
お客様負担額の目安

135万円
●工事費180万円の場合
●補助金45万円

※日本木造住宅耐震補強事業者
協同組合が、昭和 25年から昭
和 55年に建築された建物で
行った耐震改修工事の平均施
工金額は約 183 万円です。
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無料

（一社）福岡県住宅リフォーム協会では、
福岡県の補助を受けて、耐震診断・耐震改修工事の相談を受け付けています

（一社）福岡県住宅リフォーム協会の木造住宅の耐震エキスパートが、あなたのお住まいの安全・安心の確保をお手伝いします！

お住まいの地震に対する安全性を確保し、あなたとご家族をお守りするためには、
耐震診断によりお住まいの現状を把握し、耐震改修設計により必要な補強策を

練り、改修工事を行う必要があります。
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フリーダイヤル

（一社）福岡県住宅リフォーム協会   事務局

※昭和５６年５月以前に建築された木造戸建て住宅が対象になります。
※「耐震診断アドバイザー」とは、県主催の講習会を受講し、県の登録を受けた建築士です。

※昭和 56 年 6月以降の場合は、
別途、事務局までご相談ください。
（左記料金と異なります）

※３階や中２階のある住宅、店舗部分の面積が大きい併用住宅など、対応できない場合があります。

お電話 [ フリーダイヤル 0120-782-783] でのお申込みも可能です。

耐震診断やご相談などのお申込用紙
左の［切取線］より切り取り、下記にご記入頂き、ＦＡＸにてお申し込みください。

受付後、事務局よりご連絡差し上げます。
※ＦＡＸが使えない場合など、お電話《フリーダイヤル 0120-782-783》でのお申込みも承ります。

↑↑↑↑↑　 
QR コードからもお申込みできます

当協会は、住宅リフォームの内容に応じ、安心して依頼できる事
業者の情報を提供する窓口として、平成19 年10月に発足した福
岡県リフォーム推進ネットワーク協議会を前身とし、平成 30 年
10月に法人化しました。 

以下により、安心できるリフォーム工事を提供いたします。
①登録事業者による工事中の損害補償
②施工グループによる完成状況の確認（1年）
③登録事業者による引渡後の工事箇所の点検

リフォ協を利用するメリット

携帯電話など、フリーダイヤルに繋がらない場合
　《通話料金がかかります》 092-621-7038

《資料》耐震診断であなたの家の地震に対する強さがわかります
●耐震診断を行うと、地震に対する強
さを表す「評点」がわかります。
●評点が 1.0 未満であれば、震度７の
地震で倒壊する可能性が高くなりま
す。
●まずは耐震診断を行い、あなたのお
住まいの「評点」を確認しましょう。

倒壊しない 一応
倒壊しない

倒壊する
可能性がある

倒壊する
可能性が高い

1.5 以上 1.0 以上
1.5 未満 0.7 未満0.7 以上

1.0 未満

評点 評点 評点 評点

※（一社）福岡県住宅リフォーム協会と宇美町は、住宅の耐震化のために申込内容を共有いたします。
※また、診断結果が「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」判定となった場合、宇美町の性能向上改修補助制度
に関するご案内 (必要な手続き等のご説明）をいたします。

ご相談、お問い合わせ

（一社）福岡県住宅リフォーム協会とは？

リフォ協
↓Webサイト↓


